
令和元年度

音更町上下水道事業経営審議会議案

と　き　　令和元年１１月１８日（月） 午前１０時００分

ところ　  音更町役場庁舎４階特別会議室



会議次第

　1. 会長あいさつ

　2. 町長あいさつ

　3. 議事

（１）諮問第１号　簡易水道事業の料金改定について
　　　　

（２）その他



 

諮問第１号 簡易水道料金の改定について 
 
１ 改定の理由 

現行の簡易水道事業の料金は、用途別料金体系を採用しているが、既に水道事業で採用してい

る口径別料金体系に合わせようとするものである。 

 

２ 諮問の額 
● 現行 

（１） 基本料金及び超過料金                       （消費税込み） 

用途別 基本料金（１月につき） 超過料金（１立方メー

トルにつき） 基本水量 料金 

一般用 ５立方メートルまで １，１９４円 ２５１円

営業用 ２０立方メートルまで ６，２７０円 ２６４円

大口営業用 １００立方メートルまで ２８，８４２円 ２６４円

団体用 ３０立方メートルまで １０，９５６円 ２９０円

（２） 従量料金                             （消費税込み） 

用途別 使用水量１立方メートルにつき 

学校用 ２１１円

営農用 １３０円

臨時用 ８５８円

 

 ● 改定案 

（１） 基本料金及び超過料金（営農使用又は臨時使用以外）         （消費税込み） 

メーターの口径 基本水量 基本料金 

（１月につき） 

超過料金（１立方メート

ルにつき） 

１３ミリメートル ５立方メートルまで １，１９４円 ２５１円

２０ミリメートル 

２５ミリメートル 

４０ミリメートル １０立方メートルまで ２，５１４円 ２５７円

５０ミリメートル 

７５ミリメートル １００立方メートルま

で 

２５，６６７円 ２６２円

１００ミリメートル 

１５０ミリメートル 

 

（２） 基本料金及び超過料金（営農使用）                 （消費税込み） 

メーターの口径等 基本水量 基本料金 

（１月につき） 

超過料金（１立方メート

ルにつき） 

１３ミリメートル ５立方メートルまで １，１９４円 １３０円

２０ミリメートル 

２５ミリメートル 

共同防除栓 

４０ミリメートル １０立方メートルまで ２，５１４円

５０ミリメートル 

（３） 従量料金                             （消費税込み） 

区分 使用水量１立方メートルにつき 

臨時使用 ８５８円

 【用語の定義】 

  ・共同防除栓とは、農業用（生活用水を除く。）に共同して使用する給水施設をいう。 

  ・臨時使用とは、工事その他の理由により一時的に水道を使用することをいう。 

 

 



 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

    令和２年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（２）経過措置 

      施行日前から継続して使用している簡易水道料金のうち、施行日から令和２年１０月３１ 

日までの間に初めて支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。 


